
（別表Ⅰ）
修復歴及び骨格の基本定義

１．下記の骨格部位に損傷があるもの又は修復されているものは修復歴とする。

２．但し、骨格は溶接接合されている部位（部分）のみとし、ネジ止め部位（部分）は、骨格としない。

骨格部位 修復歴の判断基準 修復歴とならないものの補助規定

1 クロスメンバー
（フロント・リヤ）

1)
2)

交換されているもの
曲がり、凹み又はその修理跡があるも
の

①
②

小さな凹み又はその修理跡があるもの
突き上げによる凹み、傷又はその修理跡があるもの

2 サイドメンバー
（フロント・リヤ）

1)
2)

交換されているもの
曲がり、凹み又はその修理跡があるも
の

①

②

③

④

アッパーサポートの先端部より前に位置する部分、
及びリヤエンドパネルより後に位置する部分の損傷
又はその修理跡があるもの
けん引フック取付け部の損傷又はその修理跡がある
もの
バンパーステー取付け部の軽微な凹み又はその修
理跡があるもの
突き上げによる凹み、傷又はその修理跡があるもの

3
インサイドパネル
（フロント）
ダッシュパネル

1)
2)

交換されているもの
外部又は外板を介して波及した凹み
又はその修理跡があるもの

①

②

アッパーサポートの先端部より前に位置する部分の
損傷又はその修理跡があるもの
軽微な凹み又はその修理跡があるもの

4
ピラー
（フロント・
　　センター・リヤ）

1)
2)
3)

交換されているもの
スポット打ち直しがあるもの
外部又は外板を介して波及した凹み
又はその修理跡があるもの

①

②

③
④

⑤

外部に露出している部位に凹み又はその修理跡が
あるもの
ボディサイドシルパネルの単体部品交換時に生じる
ピラー下部に溶接処理跡があるもの
外部を介さない凹み又はその修理跡があるもの
1BOX車等のルーフパネルからステップまで一体とし
て露出しているパネル状センターピラー等のアウター
部はピラーとしない
軽微な凹み又はその修理跡があるもの

5 ルーフ

1)
2)

3)

交換されているもの
ピラーから波及した凹み又はその修
理跡があるもの
ルーフ周囲のインナー部に凹み、曲が
り又はその修理跡があるもの

インナー部に軽微な凹み、曲がり又はその修理跡が
あるもの

6 センターフロアパネル
フロアサイドメンバー

1)
2)

3)
4)

交換されているもの
パネル接合部に、はがれ又は修理跡
があるもの
破れ（亀裂）があるもの
外部又は外板を介してパネルに凹
み、メンバーに曲がり又はその修理跡
があるもの

①

②

突き上げ等による凹み、曲がり又はその修理跡があ
るもの
軽微な凹み、曲がり、破れ又はその修理跡があるも
の

7 リヤフロア
（トランクフロア）

1)
2)

3)
4)

交換されているもの
パネル接合部に、はがれ又は修理跡
があるもの
破れ（亀裂）があるもの
外部又は外板を介して波及した凹み
又はその修理跡があるもの

①

②
③

リヤエンドパネル又はリヤフェンダー等の交換時に生
じた損傷があるもの
軽微な凹み、破れ又はその修理跡があるもの
スペアタイヤ等格納部の突き上げによる凹み、軽微
な破れ又はその修理跡があるもの

8
ラジエーター
コアサポート

交換されており、かつコアサポートと隣
接するインサイドパネルに凹み、クロ
スメンバーに曲がり凹み、サイドメン
バーに曲がり凹み、又はその修理跡
があるもの

①

②
③

クランプ跡があるものは、「修復歴車である疑いが強い」ので注意深く検査し、骨格部位の損傷や修理の痕跡発見に努める。そ
の上で、「骨格部位に凹み・曲がり又はその修理跡がなく、かつ、修正機により修正された状況が確認できない場合」は、修復歴
としない。
軽微な損傷（凹み、破れ等）が一つの部位に複数個有り、その損傷が近接もしくは連続している場合は、修復歴とする。
フレーム付き車や輸入車の一部等で、車種・構造の特殊性により上記判断基準をそのまま適用することが適切でないと判断され
る場合は、主催商組の基準を暫定的に適用することができる。
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